
 

横浜市こども食堂等活動支援補助金交付要綱 

 

制  定 令和３年５月 26 日 こ企第 60 号（局長決裁） 

最近改正 令和７年３月３日 こ地子第 3545号（局長決裁） 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、こども食堂等市内における地域の様々な主体による自主的なこども

の居場所づくりを支援するため、「横浜市こども食堂等活動支援補助金」（以下「補助金」

という。）の交付について、必要な事項を定めるものとする。 

２ 補助金の交付については、横浜市補助金等の交付に関する規則(平成 17 年 11 月横浜市

規則第 139号。以下｢補助金規則｣という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるとこ

ろによる。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、補助金規則の例による。なお、年度とは市の会計

年度をいう。 

 

（補助事業者の範囲） 

第３条 この要綱における補助事業者は、市内において、身近な地域におけるこどもの居場

所づくりを目的とした取組を自主的に行う又は行う予定がある団体・グループ等であり、

次の各号全てに該当する者とする。  

(1) 単一の団体・グループ等であること。 

(2) 公序良俗に反しないこと、かつ特定の政治活動又は宗教的活動に関する団体・グル

ープ等ではないこと。 

(3) 過去に違法な活動歴がないこと。 

(4) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）でないこと、又団体・

グループ等に暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）に該当する者が

いないこと。 

 

（補助対象期間） 

第４条 この要綱において補助の対象となる期間は、４月１日から翌年の３月31日とす

る。 

 

（補助対象事業） 

第５条 補助金を交付する対象事業は、横浜市内において実施する事業とし、次の各号の全

てに該当するものとする。 

(1) 感染症等に対して適切に対策を実施しながら、主にこどもを対象に食事の提供や学



 

習支援等を行う等身近な地域におけるこどもの居場所づくりを目的とした取組（以下

「こども食堂等」という。）であること。 

(2) 原則月 1 回以上（取組を開始した月から平均して月１回以上）継続的に開催してい

ること。ただし、荒天やその他のやむを得ない事情により開催できなかった場合は、こ

の限りではない。 

(3) 参加費が無料又は低廉（実費相当程度でこどもの参加費が１回あたり 300円程度を

想定）であること。 

(4) 地域に住むこどもを広く対象とする取組であること。 

(5) 食事の提供にあたっては、食品事故防止に努めるとともに必要な衛生管理を徹底し

ていること。また、食物アレルギーを原因とした事故等の防止に努めていること。 

(6) 活動内容や予定を事前に周知・公表していること。あわせて、横浜市ホームページ

「横浜市内のこどもの居場所を探す・支援する」に掲載する活動内容等を市長に提出

すること。ただし、申請時において横浜市ホームページに活動内容等がすでに掲載さ

れている場合又は活動内容をすでに市長に提出している場合は、提出を省略すること

ができる。 

(7) 横浜市（区役所を含む）から補助・助成及び委託を受けていないこと。 

(8)  その他市長が必要と認める条件 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは対象外とする。 

(1) 営利目的又は特定の団体や個人のみが利益を受けるもの。 

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの。 

(3) 地域住民・団体構成員の交流や親睦を主な目的とするもの。 

(4) 未就学児と親が主な対象で、仲間づくりや情報交換、育児の支援を目的としたもの。 

(5) 本市から他の補助・助成及び委託（指定管理を含む）を受けている又は受ける見込

みのあるもの。 

(6) 事業実施を伴わない調査・研究のみのもの。 

(7) 施設、備品等の整備、購入のみを目的とするもの。 

(8) 公序良俗に反するもの。 

(9) 補助金の申請をしようとする年度の２月以降に取組を開始するもの。 

 

（補助対象経費） 

第６条 補助の対象となる経費は、補助対象事業の運営・継続のために要する経費とし、そ

の内容は別表１に定めるとおりとする。 

２ 補助の対象外となる経費は、別表２に定めるとおりとする。 

 

（補助金額） 

第７条 補助金額は１回あたり１万円を上限とし、かつ１事業 24 万円を上限として、予算

の範囲内で市長が決定する。 

 



 

（交付の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める期日までに補助金交付申請書

（第１号様式）（以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 

(1) 事業計画書（第２号様式） 

(2) 収支予算書（第３号様式） 

(3)  団体等構成員名簿（第４号様式） 

(4) 団体等の規約、定款その他これらに類する書類 

(5) その他市長が必要と認める書類 

３ 補助金規則第５条第３項の規定により申請書への記載を省略することができる事項は、

同規則第５条第１項第３号に規定する事項とし、添付を省略することができる書類は、同

規則第５条第２項第２号及び第４号に規定する書類とする。 

４ 補助金の申請ができるのは、年度につき１回までとする。初めて補助金の交付を受けた

年度から起算して、４年度目以降は補助金を申請することはできない。ただし、補助金の

交付を希望する年度が重複しない場合は、同年度中に２回まで申請することができる。 

５ 前項における補助金には、令和５年度以前の「横浜市子どもの居場所づくり等活動支援

補助金」は含まない。 

 

（審査及び交付の決定） 

第９条 市長は申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助することが適当と認めた

場合、補助金規則第８条の規定による補助金の交付決定を、補助金交付決定通知書（第５

号様式）により行うものとする。また、審査の結果、不適当と認めた場合は、補助金規則

第６条第３項の規定による補助金を交付しない旨の決定を、補助金不交付決定通知書（第

６号様式）により行うものとする。 

 

（交付の時期の例外） 

第 10 条 補助事業者の資金状況を勘案し、補助対象事業の完了前に補助金を交付しなけれ

ば、当該補助対象事業等を実施できない場合は、補助金規則第 17 条ただし書の規定によ

り、当該補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。 

２ 前項に定める補助金の交付は、補助事業者からの請求に基づいて交付するものとする。 

３ 補助事業者は、補助対象事業の完了前に補助金の交付を受け、事業完了後残金が生じた

ときには、速やかに精算残額を返還しなければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第 11 条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金

交付の決定内容の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは

一部の返還を求めることができる。 

(1) この要綱又は補助金の交付決定の内容若しくは交付条件に違反したとき。 



 

(2) 補助対象事業を中止したとき。 

(3) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為により補助金の交付を受けたとき。 

(4) 第３条に該当しなくなったとき。 

(5) その他市長が必要と認めたとき。 

 

（事業計画の変更） 

第 12 条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、交付決定通知を受けた後に、事業計画

の申請事項を変更しようとする場合は、速やかに、補助金事業計画変更申請書（第７号様

式）を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、変更の内容が軽微な場合に

は提出を省略することができる。 

 

（申請の取下げの期日） 

第 13条 補助金規則第９条第１項の規定により市長が定める補助金交付申請の取下げの期

日は、申請者が補助金交付決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して 10日目の日

とする。 

 

（実績報告） 

第 14 条 補助金規則第 14 条第１項の規定により補助事業者が市長への報告に用いる書類

は、補助金実績報告書（第８号様式）を用いなければならない。 

２ 前項の実績報告には、次の書類を添付しなければならない。 

(1) 事業報告書（第９号様式） 

(2) 収支決算書（第 10号様式） 

(3) 領収書等経費の支出を証する書類の写し（１件の金額が 100,000 円未満のものに係

る領収書等は省略することができる。） 

３ 第１項に定める実績報告書は、市長が定める期日までに提出しなければならない。 

４ 補助金規則第 14条第４項の規定により実績報告書への添付を省略することができる書

類は、同規則第 14 条第１項第３号及び同条第３項第３号の書類とする。 

 

（補助金の額の確定） 

第 15 条 補助金規則第 15 条の規定による補助金額の確定の通知は、補助金交付確定通知

書（第 11 号様式）により行うものとする。 

 

（交付の請求） 

第 16 条 補助金規則第 18 条第１項の規定による補助金の交付の請求は、補助金交付請求

書（第 12 号様式）を市長に提出しなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 17 条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこ



 

の補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した後、速やかに、消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第 13 号様式）に必要な書類を添付し、市

長へ提出しなければならない。 

  なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であっ

て、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び

地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告に基づき報告を行

うこと。 

  また、市長に報告を行った後、当該仕入控除税額を市に納付すること。 

 

（関係書類の保存期間） 

第 18 条 補助金規則第 26 条の規定により市長が定める関係書類の保存期間は、補助金の

交付を受けた翌年度から起算して５年間とする。 

 
（書類の閲覧） 
第 19 条 補助事業者及び市長は、横浜市市民協働条例（平成 24 年６月 横浜市条例第 34

号。）第７条第４項の規定に基づき、個人情報に該当する部分を除いて、第１号様式、第

２号様式、第３号様式、第５号様式、第８号様式、第９号様式及び第 10 号様式を、一般

の閲覧に供しなければならない。 
２ 前項の閲覧を行う場所及び時間は次の表のとおりとする。 

 

（その他） 

第 20 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、こども青少年

局長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年５月 26 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年９月 30 日から施行する。 

附 則 

 補助事業者 市長 

閲覧場所 
補助事業者の事務所又は補助事業者が指

定する場所 こども青少年局地域子育て支援課 

閲覧場所 
 
補助事業者が指定する時間 
 

月曜日から金曜日までの午前８時 45 分から

午後５時まで。ただし、横浜市の休日を定め

る条例（平成３年 12 月横浜市条例第 54 号。）

で規定する休日を除く。 

閲覧期間 
第１号様式、第２号様式、第３号様式及び第５号様式にあっては補助金の交付を受けた日

から、第８号様式、第９号様式及び第 10 号様式にあっては当該書類を市長に提出した日か

らそれぞれ２年間とする。 



 

この要綱は、令和４年６月 20 日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和４年６月 27 日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和５年６月 23 日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和６年５月 27 日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和７年３月３日から施行する。 
ただし、令和６年度補助対象事業については、第 17 条を除き、従前の例による。 

 
 

  



 

別表１（第６条 補助対象経費） 

対象経費 内容 

報償費 ボランティアや講師（団体構成員を除く）等に対する謝

礼に係る費用 

消耗品費 事務用消耗品、感染症対策に関する消耗品、教材等の購

入に係る費用 

印刷製本費 印刷物（チラシ・ポスター等）の印刷製本に係る費用 

通信運搬費 郵便、配送・運送の費用 

交通費 公共交通機関・タクシー運賃代 

使用料 会場や器材等使用料に係る費用 

食糧費・原材料費 食糧・食材等の仕入れ、購入に係る費用 

保険料 ボランティアの活動や行事用保険の加入に係る費用 

その他横浜市長が特に必要と認める経費 

 

別表２（第６条 補助対象外経費） 

(1) 専ら団体構成員の親睦を目的とした飲食費や娯楽費、他団体への寄付・交際

費など、この補助金を受けて実施する取組に直接関係しない経費 

(2) インターネット回線使用料、プロバイダー料、電話・ファクス代、自家用車

のガソリン代 

(3) 団体等の維持・運営に要する事務所の管理経費など、団体の経常経費や、日

常的な活動に必要な経費 

(4) 団体構成員への謝金、人件費 

(5) 使途が明確でない雑費、事務費、予備費 

(6) 単なる物品類の購入に類するもの 

(7) 領収書類が前述の要件を満たしていないもの 

(8) その他、社会通念上不適切な経費 

 


